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 　･収集日当日、午前７時までに所定の場所に出して下さい。
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 　･悪天候等で収集できない場合は、防災行政無線でお知らせいたします。

 　･ごみの減量及びカラス等による、ごみの散乱防止にご協力下さい。

☆ご注意下さい

 　 美里支所住民室で手続きして下さい。

　 ･生ごみは、充分水切りをして下さい。
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　 ･生ごみの申請をしていない方で、生ごみ以外の【もやすごみ】を出される

   ・「ごみの分別・出し方ガイドブック」を参考に分別して出して下さい。

　 ･生ごみを新規で出す場合は、申請が必要です。

  　場合は、ごみステーションに出して下さい。
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　 ･生ごみは、充分水切りをして下さい。

 　 美里支所住民室で手続きして下さい。
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